施設利用に伴う遵守事項同意書
那覇市真地市営住宅高齢者福祉施設（以下「福祉施設」という）を利用するにあたり、利用者の遵守事項を以下のとおりとする。

１　福祉施設の利用にあたり、関連する法令等を熟知し遵守すること。
２　那覇市真地市営住宅高齢者福祉施設利用等許可書に記載された事項を遵守すること。
３　故意又は重大な過失により施設等を損壊若しくは滅失したとき、又は施設等の適切な管理
が行われなかったために本市若しくは第三者に損害を与えたときは、書面にて本市へ報告し
たうえで、自己の責任においてこれを原状に復し、又は損害を賠償すること。
[bookmark: _GoBack]４　不可抗力の発生時には、発生する損害を最小限にとどめるよう努力すること。
５　福祉施設を本市の承諾なしに譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。
６　日常的に清掃を行い、施設内及びその周辺の衛生環境等を良好に維持し、常に清潔な状態
を保つよう努めること。
７　施設及び設備の修繕等の費用負担については、那覇市真地市営住宅高齢者福祉施設管理運
営要綱別表第1の区分に従うものとし、本市の負担とされる項目を市長の指示なく、又は誤っ
て自己の負担で実施した場合であっても、本市に対しその費用の請求をしないこと。
なお、別表に定めのない事項については、本市と協議するものとする。
８　利用終了時において、施設に設置した造作、設備等について、その理由の如何を問わず、本市に対し買取りの請求をしないこと。
９　市長の許可なく、福祉施設及びその周辺に、備品や設備等を設置し、又は変更をしてはな
らない。
10　駐車場への出入りには、厳に注意するとともに、敷地内での事故・盗難等について一切の
責任を負うこと。
11　円滑に建物全体の管理業務が行えるよう、施設管理者等へ協力すること。
12　施設の利用に際し、事故、盗難その他のトラブルが発生した場合であっても、本市はその
責めを負わず、一切の責任を負うこと。
13　利用期間満了又は利用許可の取消しにより福祉施設を明け渡す際、自己の費用と責任にお
いて、速やかに全ての備品、設備、物品を撤去し、原状に回復すること。
14　第三者が所有権その他の権利を主張する残置物がある場合、当該第三者との間で責任をも
って処理を行うこと。当該第三者との間に紛争等が生じた場合、自己の責任と負担において
これを解決し、本市に一切の損害及び費用の負担を負わせないこと。
15　明渡し後、市長が指定する期間を経過しても撤去されない残置物は、一切の所有権を放棄
したものとみなすこと。この場合、市長は通知することなく処分することができるものと
し、処理、保管、及び事務手続きに要した一切の費用は、全て負担すること。
16　本同意書の各事項に違反した場合は、条例第11条第2項第4号の規定に基づき、利用許可の
取消し、利用の制限又は停止の処分を受けても異議がないものとする。
17　利用許可の取消し、制限、又は停止をされた場合において、これにより損害が生じても、
本市はその責めを負わないこと。
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